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別紙様式第２ 

 

債権譲渡制限の部分的解除のための特約条項 

 

甲及び乙は、債権譲渡制限の部分的解除に関し、次の特約条項を定める。 

 

（債権譲渡制限の部分的解除） 

第１条 契約一般条項第３条の規定にかかわらず、乙が中小企業者（中小企業信

用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項に規定する者をいう。以

下同じ。）である場合には、乙が流動資産担保融資保証制度を利用することが

可能なときに限り、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和

２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関に対し、甲に対する売

掛債権を譲渡することができる。 

２ 前項の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払によ

る弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２

条の２の規定に基づき、センター支出官に対して支出の通知を行った時点で効力

を生ずるものとする。 

３ 前項の規定は、甲が、前渡資金から乙に対価を支払う場合には適用しない。 

 

（譲渡可能な売掛債権） 

第２条 前条第１項の規定により乙が譲渡することのできる売掛債権は、乙が当

該売掛債権を譲渡しようとする時点において、乙が反対給付の履行を完了して

いることを甲が受領検査調書や納品書などにより確認しており、かつ、その金

額が確定しているものとする。 

 

（部分払、前金払又は概算払との関係） 

第３条 乙は、第１条第１項の規定により売掛債権を譲渡しようとする時点にお

いて、既に甲からこの契約に係る代金の部分払、前金払又は概算払を受けてい

る場合には、確定した契約金額と、既に支払を受けている金額との差額のみ譲

渡することができる。 

 

（承諾申請及び通知の様式） 

第４条 乙は、甲に対し売掛債権の譲渡の承諾申請又は通知を行う場合には、承

諾申請は様式１により、通知は様式２により行わなければならない。 
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（承諾の様式） 

第５条 甲は、乙からの債権譲渡の承諾申請について承諾する場合には、譲渡の

対象となる売掛債権が第２条に規定する要件を満たすことを確認の上、様式１

に定めた事項を遵守することを条件として承諾をするものとする。 

 

（甲の権利及び利益） 

第６条甲 及び乙は、乙の売掛債権譲渡が、契約不適合責任に係る権利、債務不

履行等による契約の解除権、期限の利益、部分払、前金払又は概算払による債

務の一部消滅、契約条項に基づく契約金額の変更その他契約内容の将来の変

更、その他この契約に基づき甲が有する権利及び利益に一切の影響を及ぼさな

いよう、必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、甲に対する売掛債権を譲渡しようとする場合には、あらかじめ信用保

証協会及び金融機関に対し、原契約条項及びこの特約条項の内容を説明しなけ

ればならない。 

  


